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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 7月 20日 (2005.7.20)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 媒 体 を 用 い て 遊 技 す る 際 に 稼 機 制 御 す 器 制 御 部 と 、
　 遊 技 媒 体 を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
　 前 器 制 御 部 に 対 し １ 方 向 に の み 制 御 信 号 を 出 力 す る こ と に よ り 前 器 を 稼 働 す る
よ う 器 制 御 部 を 制 御 す る と 共 に 、 実 際 に 遊 技 媒 体 を 用 い て 遊 技 す る 際 に 前 記 検 出 手 段
よ り 入 力 さ れ る 検 出 信 号 か ら 得 ら れ る 遊 技 情 報 を 含 む 検 査 情 報 を 出 力 す る 検 査 情 報 出 力 手
段 を 備 え た 主 制 御 部 と 、
　 を 備 え た 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 器 制 御 部 に は 、 少 な く と も ラ ン プ を 制 御 す る ラ ン プ 制 御 部 及 び 音 声 出 力 す る 音 声
出 力 器 を 制 御 す る 音 声 制 御 部 を 含 む 請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 主 制 御 部 は 、
　 一 部 が 密 閉 ケ ー ス に 覆 わ れ 、
　 営 業 管 理 の た め に 必 要 な 情 報 を 出 力 す る 営 業 管 理 情 報 出 力 手 段 を 更 に 備 え る と 共 に 、
　 前 記 検 査 情 報 出 力 手 段 の 出 力 端 子 は 前 記 密 閉 ケ ー ス 内 部 に 設 け ら れ る と 共 に 前 記 営 業 管
理 情 報 出 力 手 段 の 出 力 端 子 は 前 記 密 閉 ケ ー ス 外 部 に 設 け ら れ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
又 は 請 求 項 ２ 記 載 の 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 　 【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、 遊 技 機 に 係 り 、 よ り 詳 し く は 、 遊 技 媒 体 を 用 い て 遊 技 す る 際 に 稼 働 す

制 御 す る 制 御 部 を 備 え た 遊 技 機 に 関 す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 目 的 達 成 の た め 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 は 、 遊 技 媒 体 を 用 い て 遊 技 す る 際 に 稼

制 御 す 器 制 御 部 と 、 遊 技 媒 体 を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、 前 器 制 御 部 と 機 能 的 に
分 離 さ れ た 主 制 御 部 と 、 を 備 え て い る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 主 制 御 部 は 器 制 御 部 に 対 し １ 方 向 に の み 制 御 信 号 を 出 力 す る こ と に よ 器 を 稼 働
す る よ う 器 制 御 部 を 制 御 す る 。 ま た 、 主 制 御 部 は 、 実 際 に 遊 技 媒 体 を 用 い て 遊 技 す る
際 に 検 出 手 段 よ り 入 力 さ れ る 検 出 信 号 か ら 得 ら れ る 遊 技 情 報 を 含 む 検 査 情 報 を 出 力 す る 検
査 情 報 出 力 手 段 を 備 え て い る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の よ う に 器 制 御 部 と 主 制 御 部 と は 制 御 機 能 別 に 分 離 さ れ 、 主 制 御 部 器 制 御 部
を 制 御 す る 際 器 制 御 部 に 対 し １ 方 向 に 制 御 信 号 を 出 力 す る の み で あ り 、 主 制 御 部 は 検
査 情 報 出 力 手 段 を 備 え て い る の で 、 検 査 情 報 は 検 出 手 段 よ り 入 力 さ れ る 検 出 信 号 か ら 得 ら
れ る 情 報 と 主 制 御 部 器 制 御 部 を 制 御 す る こ と に よ り 得 ら れ る 情 報 等 の 、 つ ま り 主 制 御
部 が 制 御 す る こ と に よ り 得 ら れ る 情 報 の み と す る こ と が で き 、 即 器 制 御 部 器 を
制 御 し て 得 ら れ た 情 報 を 検 査 対 象 か ら 外 す こ と が で き る 。 よ っ て 、 検 定 試 験 量 を 必 要 最 小
限 に 抑 制 し 得 る 。 ま た 、 検 査 情 報 に は 、 実 際 に 遊 技 媒 体 を 用 い て 遊 技 す る 際 に 検 出 手 段 よ
り 主 制 御 部 に 入 力 さ れ る 検 出 信 号 か ら 得 ら れ る 遊 技 情 報 を 含 む た め 、 本 来 の 遊 技 状 況 と 同
等 の 遊 技 情 報 を 収 集 す る こ と が で き 、 遊 技 機 の 性 能 を 正 確 に 検 査 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】

制 御 部 に は 、 請 求 項 ２ の よ う に 、 少 な く と も ラ ン プ を 制 御 す る ラ ン プ 制 御 部 及 び 音
声 出 力 す る 音 声 出 力 器 を 制 御 す る 音 声 制 御 部 を 含 む よ う に し て も よ い 。 尚 、 ラ ン プ と は 白
熱 電 球 や Ｌ Ｅ Ｄ 等 で 構 成 さ れ る 発 光 素 子 を 総 称 し て ラ ン プ と 定 義 す る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ こ で 、 ラ ン プ 制 御 部 及 び 音 声 制 御 部 は 、 特 賞 状 態 を 判 定 す る 遊 技 と は 直 接 関 係 な く 、
不 正 遊 技 に 使 用 さ れ て も 不 正 利 益 （ 遊 技 価 値 ） を 得 ら れ る 心 配 が な い 。 よ っ て 、 検 定 機 関
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は 、 検 出 手 段 か ら 検 出 信 号 を 入 力 し 、 特 賞 状 態 の 判 定 及 び 変 動 入 賞 装 置 の 制 御 を 司 り
器 制 御 部 へ 制 御 信 号 を 送 信 す る 主 制 御 部 に つ い て の み 検 査 す る だ け で 不 正 改 造 等 を 効 果 的
に 確 認 で き た り 、 真 に 必 要 な 情 報 を 入 手 す る こ と が で き る 。 よ っ て 、 不 要 な 検 査 を 排 除 す
る こ と が で き 、 検 定 試 験 の 効 率 化 を 図 る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ６ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 は 、 検 査 情 報 を 実 際 に 遊 技 媒 体 を 用 い て 遊 技 す
る 際 に 検 出 手 段 よ り 主 制 御 部 に 入 力 さ れ る 検 出 信 号 か ら 得 ら れ る 情 報 と す る こ と が で き 、
ま た 、 １ 方 向 に 制 御 信 号 を 出 力 す る た め 器 制 御 部 器 を 制 御 し て 得 ら れ た 情 報 を 検
査 対 象 か ら 外 す こ と が で き 、 検 定 試 験 量 を 必 要 最 小 限 に 抑 制 し 得 る と 共 に 本 来 の 遊 技 状 況
と 同 等 の 遊 技 情 報 を 取 得 す る こ と が で き 、 遊 技 機 の 性 能 を 正 確 に 検 査 す る こ と が で き る 、
と い う 効 果 を 有 す る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ６ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 請 求 項 ２ 記 載 の 発 明 は 、 ラ ン プ 制 御 部 及 び 音 声 制 御 部 は 、 特 賞 状 態 を 判 定 す る 遊 技 と は
直 接 関 係 な く 、 不 正 遊 技 に 使 用 さ れ て も 不 正 利 益 （ 遊 技 価 値 ） を 得 ら れ る 心 配 が な い 。 よ
っ て 器 制 御 部 へ 制 御 信 号 を 送 信 す る 主 制 御 部 に つ い て 検 査 す る だ け で 、 不 正 に 利 益 を
得 よ う と す る 不 正 改 造 を 効 果 的 に 確 認 し た り 、 真 に 必 要 な 情 報 を 入 手 す る こ と が で き る の
で 、 不 要 な 検 査 を 排 除 す る こ と が で き 、 検 定 試 験 の 効 率 化 を 図 る こ と が で き る 、 と い う 効
果 を 有 す る 。
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